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以下の通知が厚生労働省より参りましたのでお知らせいたします。 
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健 発 0910第 2号  

平成22年9月10日  

日本造血細胞移植学会痙事長 臥  

厚生労働省健康局  
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骨髄又は末梢卑幹細胞のあっせんに伴う「クロイヅフェルト・ヤコブ病及びその疑い」  

の取扱いについて   

骨髄のあっせんに伴う欧州等滞在歴に関する取扱いにづいて右耳、1980（昭和55）年  

から1996（平成8）年の間に1日以上の英国滞在歴を有する者等からの骨髄の提供を見  

合わせているところですが、今般、献血の採血時の取扱いが変更されたこと、及び厚生  
＼  

科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会における議諭を踏まえ、平成22年10  

月を目途に導入予定の末梢血幹細胞のあらせんに伴う「クロイツフェルトニヤコブ病及  

びぞの疑い」の取扱いも含め、別紙のとおり財団法人骨髄移植推進財団理事長あて通  

知を発出しましたので、御了知願うとともに、傘下会員に対する周知につきまして御  
配慮願います。   
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健＼発 0910第 2号  

平成22年9月10日  

財団法人骨髄移植推進財団恕事長殿  
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骨髄又は末梢血幹細胞のあっせんに伴ラ「タロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い」  

ゐ取扱いについて  

、骨髄のあっせんに伴う欧州等埼在歴に関する取扱いについては、1980（晦和55）牢  

から1996（平成8）年の間に1■日以上の英国滞在歴を有する考等からの骨′髄の提供を見  

合わせているところですが、今般、献血の採血時の取扱いが変更されたこと、及び厚生  

科学審議会疾病対策部会造血幹和昭移植委員会における議論を踏まえ、′南如2年10  
月を目途に導入予定の末梢血幹細胞のあっせんに伴う「クロイツフェルト・ヤコブ病及  

＼∵＼ びその疑い」の取扱いも含め、別紙のとおりとウ、たしますので、速やかに必要な持直を  

講じ、遵守さ嘩ようお願いします。  

l これに庫い、丁骨髄攣っせんに伴う『ク可ツフ車叶ヤコブ病及びその掛加鱒  
扱いについて」（平成1拝6月29日付け健臓発第0629003号庫生労働省健康席疾埠朴  

策喪臓器移植対策室長通知）は廃止します。  

＼なお、骨髄又け末梢血幹細胞のあ？せんに伴う欧州等滞在歴に関する取扱いにつ言  
いては、厚生科学審議会疾病対東部会造血幹細胞痩植委員会たぉける議論を踏辛え、  

今後、厚生労働省医薬食品局長より発出され早通知によ射献血の採血時の取扱い  
に変更が行われた場合、別途特段？通知がない限り、当該献血の採血時の取扱い  
と同様の変更が行われたものとみなすこととしますので、適切に対応するようお願い  

します。  

．∴十∵ 参考として、「採血晦の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて」（平成21  
年12月1柑付け薬食発1211第6号庫生労働省医薬食品局長通知）を添付します。  

l  

1  



別 紙  

「クロイツウキルト・ヤコブ病及びその疑い」の取扱い  

（1）非血縁者間における骨髄又ほ末梢血幹細胞（以下「骨髄等」という。）¢ゆっせん機醜で   

ある財団法人骨髄移植推進財団（以下「財団」という。）は、骨髄等採取施設の医師に骨髄 
等の提供者がクロイツフェルト・ヤコブ病に感染した可能性が認められるかどうかを確蒸   

し、＼その可能性が認められるとされた場合に鱒、当該提供者の骨嘩等を移植に用し、ない。  

J  ＊クロイツフェ領・ヤコブ病に感染した可能性とは、病理診断による確定診断だけノではな ・、  
く．、臨床診断を含む（参考）。  

（2）財団は、骨髄等採取施設の医師等に協力を求め、以下に示すよ曳な、骨髄等提供者の   

病歴、欧州等滞在歴及びその血縁者の病歴等を詳細に把握するよう努め、下記◎～⑤に   
該当する提供者からの骨髄等の提供は見合わせること。  

①ヒト成長ホルモンの投与を受けた者  

②硬膜移植歴があ早着  

③角膜移植鹿かある者  
＼   

＼   

＼  

＠クワイツフェルト・ヤコブ病およびその額縁疾患の家族歴がある者  

⑤クロイツフェルト・ヤコブ病およびその類縁疾患と医師に言われたことがある著  

（3）財団は、下表に掲げる欧州等滞在歴を有する者及びヒト胎盤エキス（プラセンタ）注軌   
剤使用歴を有する者からゐ骨髄等の提供は、原則として見合わせること。  

ただし、移植医療における緊急性、代替性等にかんがみ、当分の間、骨髄等提供者   

が下表た掲げる轡叫l等滞在歴を有する場合で奉っても、レシピ干ント候補者が、変異型 ／   
ク早イツフェルト・ヤコブ病（vqD）並びに移植に伴うその感染リスク及び移植後の留意   

点について移植医から適切な説明を受けた土で．、当謬骨髄等提供者から骨髄等の提  

J  供を受ける意思を明らかにしている場合にあってはこの限りではないものとし、この取扱  

L／  

は  

ノ   

いにより移植が行われる場合に  

l  －アップを十分行うよう仮すこと。  



牒癌国 通算痺在庫 海毎時顛∴   

＝  軍国 ・1か月以・上  十白＝計0←  

け白二白6年まで） 

6か身以土∴ご′  

A Ti・す⇒：・7年からう 

②二二  アイルラシ下∴イケリア、・オランダ、オペイシ    6二か月・以上 

丞ケ∴才テシえこ∴二づル車＋ヾ 

ジアラゼア 

ミ‘③二＝  ネイネ 白か旦東上 8や年キ   

や、  オナ女ト㌢アヾ．ヰリニシヤ）∴不サ草子テン∴ヂンす二   ヰ年以上 ＝白竿竹年■  

ヤ∴才イシラシド、ルクセ㌢カレダ 2ニノbbヰ年  

ティネランド、ごニアルバゴア＝1アシドテ∴ケ亘ア．チ   早年以上丁二†  1年ヤ 
ア・、ニサンセリノ、太白ノうキアヾネ亘ヰキアミヰヰ  

せア′ミ■二宰ンテネグヰ∴チ土．≠、■∴≠ヲ車力てン、J空≠オ  

サ十」■＝■カレガカナ、ポ」ランド∴ボスヰナ十キル  

サ主賓ビナ∴やケド≠ア、・やゆ＝、＝ヰナゴ∴ケル  

二＝： 

（注1）Bに掲げる国の滞在歴を計算する際には、Aに掲げる国の滞在歴を加算する  

ものとする。  
（注2）本表の記載内容については、虐生労働省医薬食品局長より発出される通知に  

より献血の採血時の取扱いに変東が行われ′た場合、別途特段の通知がない限  
り、当該献血の採血時の取扱いと同様の変更カデ行われたものとみなす。  

（4）財団は、移嘩由鳩者に対して移植に伴う感染のリスクを十分説明するよう促すこと。  

′、  

ノ   



＜参考＞クロイツフェルトヤコブ病に感染した可能性  

○クロイツフェルトヤコブ病には、スクリーニング方法はない。このため′、骨髄等提供者（ド   

ナー）に対する問診を徹底して行い、クロイツフェルトヤコブ病の病国プリオンに感染し   

た可能性があるかどうかを慎重に判断する必要がある。  

○ タロイツフェルト・ヤコブ病に感染した可能性は、以下を参考に行うこととする。   
なお、詳細については、「難病の診断と治療指針」（六法出版社）を参照ざれた■い。  

＜確定診断＞  

基本的には病理診断であるが、現在では異常プリオン蛋白の証明が必要である。  

異常プリオン蛋白の証明には、免疫染色法またはウエスタンプロット法で行う。  

＜臨床診断＞ ′  

・確 実 例：特徴的な病理所見を有する例で、り土スタンプロット法や免役染色法で 
脳に異常プリオン蛋白の検出しえたもの。＼  

ほぼ確実例：病理所見がない症例で、進行性痴呆を示し、脳波でPSDを認める。さら  

に、．ミオクローヌス、錐体路・錐体外路障害、小脳症状、魂覚異常、無動・  
無言状態¢うち2項目以上を示す症例。  一  

疑 い例：ほぼ確実例と同じ臨界症状を呈するが、PSI）を欠く症例。 
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（琴考）  

平成21年12ノ月11日  

英食発1211第6号  
㌧／  

日本赤十字社血液事米本部長 殿  

厚生労働省医薬食品局  

＼  

採血時の欧州l等滞在歴による献血制限の見直しについて  

血惟司穣の推進については、日頃から格別の御高配馴易り感酎申し上げるこ   

国内におし1て変異埋■ク中イツフ ェルトヤコブ病（vcJD）、の発生が確報されたこと  

を受け、採血時の間・診に当たっては、「採血時の欧州紳在歴に関する問診の強化につレ1 ′し  

て」坪成17年5月3dlヨ付け雑食発第′0530007溝助職あ七歯数食品局長麺如二によ  

、＼㌔，、暫定的な措慣とし七、】サ如年から1996年の間に↓日以阜¢英由締在歴を有  
する宥尊からの採血を見合わせ畠よう対応をお卿、しているとこ、ろである。 」   

今般、薬事・食品御生鮮舐余薬事分科会血液軸楽面会趣鹿妻貞義雇おいて、上記英国 

健在歴に串る献血制限を蜘叩‾畠ことにつ㌣、士解職され、海内外におけるvC川の発  

生状軋英国怖在に由来する戚灘用スク吟評価及び碓外国に串由頂献血制限甲状況等に ）  

かんが恥英国抑在歴による献血制限を見粧し、1980年から1古96年の間の英周  
l 椰在歴による献血利他こついて、「1日以上の英国滞在歴な有ずる者」から「1こカ月以上  
の英国滞在歴を有する者」／に変更する方針が示された。   

ついては、新たな安牟性割こ関する情報力ヂ畢られるまでの当分の間、弓横紙き予蛎的  

な捨値を聞じる観点からご速やかに下記1の糟薗を実施すると里串、その実施に当た  
っては率前に実施日等について当職あて報告されたい。   

なお、食管下各叫液センターへの周知について特段の御配慮をお願いするとともにご  
・採血に御協力いただいている方長に対しては、当骸措置の趣皆疫っし．、て十分な垣解が得  
られる 

ノ 

進について」、1平成17年4月1日付け東食発鮨0401016号厚生労働省医轟食品局長通  

知卜及び「採如桓欧州滞在歴に醜する問診の弾化にち 

、 



寵   

今後の献血の受入れに当たっては、「別表に掲げる欧州等滞在應を有する者かちの採  

血を見合わせること。   

（別表）  
－  
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（牲1■うBに掲げる囲め抑在歴離碩司一るl掛叩、、A′に卸ヂ古画の滞薩摩を加軒軒る  

ものとする9  




